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判
　
例
　
研
　
究

＝
一
　
（
一
二
〇
〇
）

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
一
七
〇
〕

昭
五
四
1
（
畷
驕
嘱
聴
一
一
一
一
一
巻
）

　
破
産
宣
告
後
の
不
動
産
転
借
権
の
取
得
と
破
産
法
五
四
条
聞
項

　
　
土
地
建
物
明
渡
並
び
に
賃
料
請
求
事
件
（
昭
五
四
年
一
月
二
五
日
第
一
小
法
廷
判
決
）

　
　
昭
和
四
八
年
一
二
月
一
日
、
A
は
B
に
、
期
間
を
建
物
に
つ
い
て
は
三
年
、
土
地
に

　
　
つ
い
て
は
五
年
と
し
、
賃
借
権
の
譲
渡
・
転
貸
で
き
る
旨
の
特
約
つ
き
で
本
件
建
物

　
　
及
び
五
筆
の
宅
地
を
賃
貸
し
、
B
は
同
年
二
一
月
五
日
賃
借
権
設
定
登
記
を
完
了
し

　
　
た
。
つ
い
で
B
は
昭
和
五
〇
年
四
月
一
〇
日
Y
に
目
的
物
を
転
貸
し
、
Y
は
同
年

九
月
二
二
日
に
そ
の
旨
の
登
記
を
了
し
現
在
使
用
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
よ
り

前
、
昭
和
四
八
年
二
一
月
五
日
A
は
支
払
を
停
止
し
、
昭
和
四
九
年
一
月
七
日
破

産
申
立
を
な
し
同
年
七
月
一
八
日
午
後
二
時
に
破
産
宣
告
が
な
さ
れ
、
同
時
に
破
産

管
財
人
X
が
選
任
さ
れ
た
。
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
、
本
件
土
地
に
つ
き
B
C
間
で

賃
貸
借
解
除
等
請
求
訴
訟
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
四
九
年
一
二
月
一
二
日
B
ほ

か
一
名
は
請
求
を
認
諾
し
た
。

か
よ
う
な
事
情
の
下
に
、
昭
和
五
二
年
頃
X
は
Y
を
相
手
取
り
、
①
本
件
建
物
の



賃
借
権
は
期
間
満
了
に
よ
り
、
又
、
本
件
土
地
の
賃
借
権
ば
B
C
間
の
訴
訟
に
於
て

B
ら
が
認
諾
し
た
こ
と
に
よ
り
各
々
消
滅
し
た
と
し
て
、
土
地
建
物
の
明
渡
並
び
に

損
害
賠
償
の
支
払
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
第
一
審
は
Y
の
欠
席
に
よ
り
X
の

全
面
勝
訴
。
Y
控
訴
。
控
訴
審
に
於
て
X
は
新
た
に
、
③
本
件
土
地
建
物
の
賃
借
権
が

消
滅
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
破
産
法
五
四
条
一
項
に
よ
り
Y
の
転
借
権
は
X
に
対

抗
で
き
な
い
と
の
主
張
を
追
加
し
た
。
控
訴
審
は
、
X
の
ω
の
主
張
を
判
断
す
る
こ

と
な
く
、
②
の
主
張
の
み
を
認
め
控
訴
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
Y
は
、
原
審
は
破
産

財
団
に
関
す
る
法
解
釈
及
び
破
産
法
五
四
条
一
項
の
解
釈
を
誤
つ
た
違
法
あ
り
と
し

て
上
告
。
最
高
裁
は
次
の
如
く
述
べ
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
原
審
に
差
し
戻
し
た
。

即
ち
、

「
〈
前
略
〉
破
産
宣
告
当
時
破
産
者
所
有
の
不
動
産
に
つ
ぎ
対
抗
力
あ
る
賃
借
権
の

負
担
が
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
、
破
産
宣
告
後
に
右
不
動
産
が
転
貸
さ
れ
た
と
し

て
も
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
転
借
人
の
転
借
権
取
得
は
破
産
法
五
四
条
一
項

所
定
の
破
産
者
の
法
律
行
為
に
よ
ら
な
い
権
利
の
取
得
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
破
産
財
団
は
破
産
債
権
者
の
共
同
的
満
足
を
目

的
と
す
る
責
任
財
産
で
あ
る
か
ら
、
破
産
者
あ
る
い
は
第
三
者
の
行
為
に
よ
つ
て
こ

れ
が
減
損
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
賃
借
権
の
負

担
の
存
在
す
る
不
動
産
は
、
賃
借
権
の
制
限
を
受
け
る
状
態
に
お
い
て
破
産
財
団
を

構
成
し
破
産
債
権
者
の
共
同
担
保
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
右
不
動
産
が
転
貸
さ
れ
た

と
し
て
も
、
右
転
貸
に
伴
つ
て
そ
の
交
換
価
値
が
消
滅
な
い
し
減
少
す
る
等
の
特
段

の
事
情
の
な
い
限
り
、
右
転
貸
は
、
目
的
不
動
産
に
新
た
な
負
担
又
は
制
限
を
課
す

る
も
の
で
は
な
く
、
破
産
財
団
の
不
利
益
と
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

〈
以
下
略
V
」
（
執
筆
時
に
は
、
本
件
掲
載
の
最
高
裁
民
事
判
例
集
が
未
出
版
で
あ

つ
た
た
め
事
実
は
判
時
九
一
七
号
五
〇
頁
、
判
タ
三
八
○
号
八
三
頁
に
よ
つ
た
。
）

判
旨
に
賛
成
す
る
。
た
だ
し
、
破
棄
自
判
が
で
き
た
事
例
で
あ
る
と
解
す
る
。

判
　
例
　
研
　
究

　
輌
、
本
判
決
は
、
賃
貸
人
が
破
産
宣
告
を
受
け
た
後
の
賃
借
人
に
よ
る
転
貸

が
、
破
産
法
五
四
条
の
「
破
産
財
団
二
属
ス
ル
財
産
二
関
シ
破
産
者
ノ
法
律
行

為
二
因
ラ
ス
シ
テ
権
利
ヲ
取
得
ス
ル
」
こ
と
に
は
当
ら
な
い
と
し
た
新
判
例
で

（
1
）

あ
る
。
な
お
学
説
に
も
、
こ
の
問
題
を
直
接
論
じ
た
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。

　
二
、
と
こ
ろ
で
本
判
旨
は
、
A
B
間
の
賃
借
権
は
消
滅
し
て
い
な
い
こ
と
、

及
び
破
産
法
五
九
条
の
適
用
の
な
い
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
が
、
X

の
主
張
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の
前
提
に
必
ず
し
も
疑
義
な
し
と
し
な
い
。
故

に
、
破
産
法
五
四
条
の
適
用
の
有
無
に
つ
ぎ
論
じ
る
前
に
、
そ
れ
ら
に
関
し
検

討
を
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
ま
ず
本
件
土
地
の
賃
借
権
に
関
し
X
は
、
B
C
間
の
賃
貸
借
解
除
等
請
求
訴

訟
に
於
て
B
外
一
名
が
請
求
を
認
諾
し
た
こ
と
に
よ
り
、
B
の
賃
借
権
は
消
滅

L
た
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
B
等
が
請
求
の
認
諾
に
よ
り
賃
借
権
を
対
抗
で

き
な
い
の
は
訴
訟
当
事
者
た
る
C
に
対
し
て
で
あ
つ
て
X
に
対
し
て
で
は
な

い
。
故
に
、
仮
に
Y
を
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
（
民
訴
法
二
〇
一
条
一
項
）

と
み
た
と
こ
ろ
で
、
彼
は
自
ら
の
転
借
権
を
C
に
は
対
抗
で
ぎ
な
い
と
し
て

も
、
X
に
対
抗
し
得
る
こ
と
に
疑
問
は
な
い
。
従
つ
て
土
地
賃
借
権
が
消
滅
し

た
と
の
X
の
主
張
は
理
由
が
な
い
。

　
次
に
建
物
に
つ
い
て
は
賃
借
期
間
が
三
年
で
あ
り
、
X
の
訴
え
提
起
の
時
点

で
は
そ
の
期
間
は
満
了
し
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
更
に
は
X
が
Y
に

明
渡
を
求
め
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
X
B
間
に
民
法
六
〇
三
条
の
合
意

更
新
が
あ
つ
た
と
も
思
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
X
主
張
の
如
く

単
純
に
B
の
賃
借
権
、
ひ
い
て
は
Y
の
転
借
権
が
消
滅
し
た
と
結
論
づ
け
る

一
二
一
一
　
（
一
二
〇
一
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

こ
と
は
で
き
な
い
。
即
ち
、
民
法
六
一
九
条
の
「
遅
滞
な
き
異
議
」
が
何
を
意
味

す
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
三
年
の
賃
貸
借
期
間
が
満
了
す
る

の
が
昭
和
五
一
年
一
一
月
三
〇
日
で
あ
る
の
に
、
X
が
明
渡
の
請
求
を
な
し
た

の
は
昭
和
五
二
年
に
な
つ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
何
ら
積
極
的
な
行
為
は

な
さ
れ
て
い
な
い
。
故
に
黙
示
の
更
新
あ
り
と
見
ら
れ
て
も
不
都
合
は
あ
る
ま

い
。
更
に
、
本
件
で
は
、
借
家
法
の
適
用
も
あ
り
、
同
法
二
条
の
法
定
更
新
の

要
件
も
満
た
さ
れ
て
い
る
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
。
従
つ
て
い
ず
れ
に
せ
よ
、

A
B
間
の
建
物
賃
貸
借
契
約
は
更
新
さ
れ
て
お
り
、
期
間
の
定
め
の
な
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
し
て
存
続
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
、
少
な
く
と
も
B
の
本
件
土
地
・
建
物
の
賃
借
権
は
消
滅
し
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
次
に
は
、
X
が
破
産
法
上
の
権
限
に
基
づ
き
直
接
に

B
の
賃
借
権
（
ひ
い
て
は
Y
の
転
借
権
）
を
消
滅
せ
し
め
得
る
か
と
い
う
、
破
産

法
五
九
条
適
用
の
有
無
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
如
く
、
賃
貸
人
破
産
の
場
合
の
破
産
法
五
九
条
の
適
用
に
つ
き
、
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
（
髪
）

説
・
判
例
上
、
肯
定
す
る
も
の
と
否
定
す
る
も
の
と
に
別
れ
て
い
る
が
、
適
用

否
定
説
が
正
し
い
と
考
え
る
。
通
常
、
破
産
法
五
九
条
の
立
法
趣
旨
と
し
て
、
も

し
何
ら
特
別
規
定
が
な
い
と
す
れ
ば
、
相
手
方
は
自
己
の
負
担
す
る
給
付
は
財

団
の
た
め
に
完
全
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
反
し
、
そ
の
受
く
べ
き

反
対
給
付
に
つ
い
て
は
、
破
産
債
権
者
と
し
て
比
例
的
満
足
し
か
受
け
ら
れ
な

い
こ
と
に
な
る
と
い
う
不
当
な
結
果
を
回
避
す
る
た
め
、
民
法
が
同
時
履
行
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

抗
弁
権
を
与
え
た
の
と
同
趣
旨
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

し
か
し
、
賃
貸
人
破
産
の
場
合
に
は
破
産
法
五
九
条
が
前
提
と
す
る
か
よ
う
な

事
情
は
存
在
し
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
賃
借
人
は
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
　
（
一
二
〇
二
）
、

か
に
賃
料
相
当
額
を
破
産
財
団
に
完
全
に
払
い
込
む
必
要
は
あ
る
が
、
他
面
、

賃
借
権
に
対
抗
力
あ
る
限
り
、
た
と
え
破
産
法
五
九
条
の
よ
う
な
特
別
規
定

が
何
ら
な
い
と
し
て
も
、
反
対
給
付
（
、
目
的
物
の
貸
与
）
は
賃
貸
人
に
よ
り
完

全
に
履
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
不
都
合
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
更
に
は
、

も
し
破
産
法
五
九
条
を
適
用
す
る
と
、
借
地
権
や
借
家
権
が
簡
単
に
覆
滅
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
権
利
の
存
続
保
障
と
い
う
法
的
要
請
が
満

た
さ
れ
ず
、
又
、
民
法
六
二
一
条
、
六
一
七
条
の
如
き
規
定
が
な
い
結
果
、
賃

借
人
自
身
が
破
産
し
た
場
合
よ
り
も
か
え
つ
て
酷
な
結
果
に
な
る
と
い
う
不
都

　
　
　
（
6
）

合
も
生
じ
る
。
よ
つ
て
、
本
判
旨
が
破
産
法
五
九
条
の
不
適
用
を
前
提
と
し
た

こ
と
は
正
当
な
態
度
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
三
、
そ
こ
で
、
破
産
法
五
四
条
一
項
の
適
用
に
つ
ぎ
検
討
す
る
。
破
産
宣
告

が
な
さ
れ
る
と
、
破
産
財
団
な
る
独
立
の
管
理
機
構
が
成
立
し
、
破
産
宣
告
時

に
破
産
者
の
有
し
て
い
た
財
産
は
す
べ
て
こ
の
中
に
投
入
さ
れ
、
そ
の
管
理
処

分
権
は
す
べ
て
破
産
管
財
人
に
移
転
す
る
（
破
産
法
六
条
・
七
条
）
。
そ
し
て
固

定
主
義
を
採
用
す
る
我
が
法
制
度
の
下
で
は
、
そ
の
時
点
で
確
定
さ
れ
た
破
産

財
団
構
成
財
産
の
み
が
破
産
債
権
老
の
引
き
当
て
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
財
産

は
管
財
人
が
自
ら
の
責
任
に
よ
り
管
理
・
処
分
を
な
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
破
産

債
権
者
に
少
し
で
も
多
く
の
配
当
を
な
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
破
産
者
の
勝
手
な
処
分
に
委
ね
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
破

産
法
五
三
条
は
、
破
産
宣
告
後
に
破
産
者
が
財
団
所
属
財
産
に
つ
き
法
律
行
為

を
な
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
も
つ
て
破
産
債
権
者
に
対
抗
で
き
な
い
旨
を
定

め
る
。
ま
た
、
破
産
債
権
者
に
対
し
て
対
抗
で
き
な
い
の
は
、
単
に
破
産
者
自

身
に
よ
る
行
為
ば
か
り
で
は
な
く
、
第
三
者
が
破
産
財
団
所
属
財
産
に
関
し
破



産
者
の
行
為
に
よ
る
こ
と
な
く
権
利
を
取
得
し
て
も
、
そ
の
権
利
取
得
を
も
つ

て
破
産
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
破
産
法
五
四
条
一
項
）
。

　
そ
の
こ
と
か
ら
破
産
法
五
四
条
一
項
の
規
定
の
趣
旨
を
考
え
る
と
、
同
条
は

破
産
法
五
三
条
と
相
ま
つ
て
、
破
産
者
が
破
産
財
団
所
属
の
財
産
に
つ
ぎ
管
理

処
分
権
を
失
う
こ
と
を
前
提
し
て
、
破
産
宣
告
後
は
少
な
く
と
も
そ
の
管
理
処

分
権
が
奪
わ
れ
た
範
囲
の
財
産
だ
け
は
、
破
産
債
権
者
の
引
き
当
て
と
し
て
破

産
財
団
に
確
保
し
て
お
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
し
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
取
得
さ
れ
た
権
利
が
そ
も
そ
も
破
産
財
団
に
属
し
て
い
な

い
か
、
あ
る
い
は
、
外
形
上
は
破
産
法
五
四
条
一
項
に
い
う
、
破
産
宣
告
後
に

破
産
財
団
に
属
す
る
財
産
に
つ
ぎ
破
産
者
の
法
律
行
為
に
よ
ら
ず
に
権
利
取
得

が
な
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
よ
う
と
も
、
実
質
的
に
は
、
か
よ
う
な
第
三
者
の
権

利
取
得
に
よ
り
当
該
責
任
財
産
た
る
破
産
財
団
に
何
ら
減
損
を
ぎ
た
す
も
の
で

は
な
い
、
即
ち
、
財
団
所
属
財
産
の
交
換
価
値
を
低
下
せ
し
め
る
こ
と
が
な
い

場
合
に
は
、
か
よ
う
な
権
利
取
得
は
、
も
は
や
破
産
法
五
四
条
一
項
が
予
定
し

て
い
る
よ
う
な
権
利
取
得
に
は
当
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
本
件
を
見
る
と
、
ま
ず
A
・
B
間
の
賃
貸
借
契
約
の
内
容
と
し
て
、

賃
借
権
の
譲
渡
あ
る
い
は
賃
借
物
の
転
貸
に
つ
き
あ
ら
か
じ
め
承
諾
が
な
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
か
よ
う
な
承
諾
は
登
記
が
対
抗
要
件
と
な
つ
て
い
る
が
（
不

登
法
；
三
条
一
項
、
二
一
西
条
）
、
本
件
で
は
、
昭
和
四
八
年
一
二
月
五
日
B
の

賃
借
権
が
登
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
は
賃
借
権
の
譲
渡
、
転
貸
の
承
諾
も
同

時
に
付
記
登
記
が
な
さ
れ
た
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
故
に
か
よ
う
な
登

記
が
な
さ
れ
て
い
る
限
り
、
賃
借
権
の
譲
渡
、
転
貸
の
権
限
は
B
が
排
他
的
に
有

し
て
お
り
、
B
の
Y
に
対
す
る
転
貸
行
為
は
B
の
有
す
る
賃
借
権
の
範
囲
内
の

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

行
為
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
り
、
Y
は
有
効
に
転
借
権
を
取
得
す
る
。
更
に
は
、
判

（
8
）

例
に
よ
れ
ば
、
転
貸
借
は
賃
借
人
が
賃
借
物
を
さ
ら
に
賃
貸
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
賃
借
人
の
有
す
る
賃
借
権
が
対
抗
要
件
を
具
備
し
て
お
り
、
か
つ
転
貸
借

が
有
効
に
成
立
し
て
い
る
以
上
、
転
借
人
は
自
己
の
転
借
権
に
つ
ぎ
対
抗
要
件

を
備
え
て
い
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
賃
借
人
の
賃
借
権
を
援
用
L
て
自
己
の

転
借
権
を
主
張
し
得
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
太
件
に

於
て
は
B
の
賃
借
権
は
A
の
破
産
宣
告
前
に
登
記
さ
れ
て
お
り
、
A
の
管
財
人

X
に
対
し
対
抗
力
を
有
す
る
の
で
あ
つ
て
、
Y
は
自
己
の
転
借
権
の
対
抗
力
の

有
無
を
考
え
る
ま
で
も
な
く
そ
れ
を
も
つ
て
X
に
対
抗
し
得
る
と
解
さ
れ
る
。

よ
つ
て
、
Y
の
も
つ
て
い
る
か
よ
う
な
転
借
権
の
価
値
部
分
は
、
破
産
財
団
に

は
取
り
込
ま
れ
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
Y
の
転
借
権
取
得
に
つ

い
て
は
破
産
法
五
四
条
一
項
の
適
用
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
も
し
仮
に
そ
の
よ
う
な
Y
の
転
借
権
の
価
値
部
分
が
破
産
財
団
に

属
し
て
い
た
と
し
て
も
、
や
は
り
、
Y
の
転
借
権
取
得
に
つ
き
破
産
法
五
四
条

一
項
を
適
用
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば
、
本
件
に

於
て
Y
の
経
済
状
態
が
悪
化
し
て
お
り
賃
料
支
払
が
滞
り
が
ち
で
あ
る
場
合
で

あ
つ
て
も
、
X
は
直
接
B
に
賃
料
を
請
求
で
き
る
（
民
法
六
一
三
条
二
項
）
し
、

又
、
仮
に
転
借
人
Y
の
過
失
に
よ
り
目
的
物
に
損
傷
を
生
じ
た
と
し
て
も
、
賃

借
人
は
賃
貸
借
契
約
に
基
づ
き
賃
貸
人
に
対
し
直
接
保
管
義
務
を
負
つ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

賃
借
人
の
地
位
が
入
れ
替
つ
て
し
ま
い
、
賃
料
債
権
の
確
保
及
び
目
的
物
の
保

管
が
新
賃
借
人
の
態
度
如
何
に
決
定
的
に
依
存
し
て
し
ま
う
賃
借
権
な
い
し
は

賃
借
物
の
譲
渡
と
は
異
な
り
、
転
貸
借
に
あ
つ
て
は
、
実
質
的
に
見
て
、
転
借

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
　
（
一
二
〇
三
）
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例
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権
の
成
立
に
よ
つ
て
も
賃
貸
人
と
賃
借
人
と
の
関
係
に
は
何
ら
変
化
は
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
Y
の
転
借
権
取
得
が
財
団
所
属
財
産
の
交
換
価
値
を
消
滅
な
い

し
は
減
少
せ
し
め
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
破
産
法
五

四
条
一
項
が
予
定
し
て
い
る
財
団
所
属
財
産
の
確
保
と
い
う
要
請
は
満
た
さ
れ

て
お
り
、
同
条
を
適
用
し
て
、
Y
の
転
借
権
取
得
の
効
力
を
否
定
す
る
必
要
は

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
四
、
以
上
の
如
く
考
え
れ
ぽ
、
転
借
権
の
取
得
が
当
該
不
動
産
の
交
換
価
値

を
減
少
せ
し
め
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
、
破
産
法
五
四
条
一
項
の
適
用
を
否
定

し
た
本
判
旨
は
、
理
由
・
結
論
共
に
是
認
で
き
る
。
た
だ
、
本
判
旨
は
、
「
特
段

の
事
情
の
な
い
限
り
」
と
い
う
留
保
を
つ
け
、
例
示
的
に
、
特
段
の
事
情
と
は
、

転
貸
に
伴
つ
て
そ
の
交
換
価
値
が
消
滅
な
い
し
減
少
す
る
場
合
だ
と
し
て
い

る
。
確
か
に
賃
借
権
の
譲
渡
の
場
合
に
は
か
よ
う
な
事
情
が
考
え
ら
れ
な
く
も

な
い
が
、
上
述
の
如
く
少
な
く
と
も
転
貸
借
に
つ
い
て
は
か
よ
う
な
事
情
は
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
競
売
開
始
決
定
後
の
賃
借
権
な
い
し
は
賃
借
物
の
譲
渡
の

効
力
に
関
し
、
法
の
禁
止
す
る
差
押
後
の
処
分
行
為
に
当
る
か
と
い
う
点
で
判

　
　
　
　
　
（
－o、
）

例
が
別
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
転
貸
借
の
場
合
に
は
禁
止
さ
る
べ
ぎ
差
押
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

処
分
行
為
に
当
る
と
す
る
も
の
が
見
当
ら
な
い
こ
と
に
よ
つ
て
も
、
間
接
的
に

で
は
あ
る
が
う
か
が
え
る
。

　
よ
つ
て
、
本
件
で
は
、
特
段
の
事
情
を
調
べ
さ
せ
る
た
め
に
原
審
に
差
し
戻

す
必
要
は
な
く
、
破
棄
自
判
し
て
も
よ
か
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
（
1
）
　
判
時
九
一
七
号
五
〇
頁
、
判
タ
三
八
O
号
八
三
頁
、
金
融
商
事
判
例
五
六
七
号

　
　
五
頁
の
各
々
解
説
参
照
。

　
（
2
）
石
外
．
注
釈
民
法
㈲
二
四
三
頁
。
な
お
我
妻
・
債
権
各
論
（
中
一
）
五
一
三

一
一
六
　
　
　
（
一
二
〇
四
）

　
頁
、
最
判
昭
二
七
年
一
月
一
八
日
民
集
六
巻
一
号
一
頁
参
照
。

（
3
）
　
加
藤
・
破
産
法
要
論
コ
ニ
五
頁
以
下
、
竹
野
・
破
産
法
原
論
二
一
八
頁
以
下
、

　
斉
藤
（
常
）
・
日
本
破
産
法
二
七
頁
等
。
な
お
、
東
京
地
判
昭
三
〇
・
二
丁
一
六

　
下
民
集
六
巻
二
一
号
二
六
〇
〇
頁
は
解
除
に
は
正
当
事
由
を
要
す
る
と
す
る
が
、
札

　
幌
地
判
昭
三
五
・
五
・
二
九
下
民
集
九
巻
五
号
九
六
一
頁
は
正
当
事
由
を
必
要
と
し

　
な
い
。

（
4
）
　
中
田
・
破
産
法
・
和
議
法
一
〇
三
頁
、
兼
子
・
強
制
執
行
法
・
破
産
法
一
九
二

　
頁
、
山
木
戸
・
破
産
法
一
二
四
頁
、
谷
口
・
倒
産
処
理
法
一
八
六
頁
以
下
等
む
し
ろ

　
近
時
で
は
通
説
と
言
え
る
。
な
お
、
東
京
地
判
昭
三
四
・
一
二
・
二
下
民
集
一
〇

　
巻
＝
一
号
二
五
九
〇
頁
、
東
京
高
判
昭
三
六
・
五
二
三
下
民
集
一
二
巻
五
号
一
二

　
四
六
頁
、
東
京
地
判
昭
三
六
・
一
二
・
一
ニ
ジ
ュ
リ
ニ
四
五
号
三
頁
。

（
5
）
中
田
・
前
掲
一
〇
一
頁
参
照
。

（
6
）
　
そ
の
他
、
適
用
説
か
ら
生
じ
る
不
都
合
に
つ
き
、
鈴
木
・
注
釈
民
法
㈲
二
四
九

　
頁
以
下
、
特
に
二
五
四
頁
、
福
田
「
賃
貸
借
契
約
当
事
者
の
破
産
」
判
タ
ニ
〇
九
号

　
一
一
一
頁
に
詳
し
い
。

（
7
）
　
同
旨
、
東
京
高
判
昭
三
七
・
五
・
二
一
高
裁
民
集
一
五
巻
四
号
二
六
四
頁
。

（
8
）
　
大
判
昭
八
・
七
・
七
民
集
一
二
巻
一
八
三
五
頁
、
最
判
昭
三
九
・
一
一
・
二
〇

　
民
集
一
八
巻
九
号
一
九
四
頁
。

（
9
）
我
妻
・
前
掲
四
六
二
頁
。

（
1
0
）
　
処
分
行
為
に
当
る
と
す
る
も
の
、
東
京
地
判
昭
三
〇
・
一
〇
・
一
〇
下
民
集
六

　
巻
一
〇
号
二
〇
九
八
頁
、
東
京
地
判
昭
五
一
二
二
二
二
判
時
八
六
三
号
八
二

　
頁
。
処
分
行
為
に
は
当
ら
な
い
と
す
る
も
の
、
東
京
地
判
昭
三
七
・
一
二
・
二
五
下

　
民
集
二
一
巷
一
二
号
二
五
六
八
頁
、
東
京
地
判
昭
四
四
・
八
・
二
八
判
時
五
八
一
号

　
五
六
頁
、
東
京
高
判
昭
四
七
・
三
・
三
〇
判
時
六
六
五
号
五
九
頁
。
な
お
近
時
、

　
最
判
昭
五
三
・
六
・
二
九
民
集
三
二
巻
四
号
七
六
二
頁
に
よ
つ
て
、
処
分
行
為
に
は

　
当
ら
な
い
と
す
る
立
場
が
確
認
さ
れ
た
。

（
n
）
　
注
（
7
）
・
（
8
）
の
判
例
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
昭
和
五
四
年
七
月
一
日
脱
稿
V
三
　
上
　
威
　
彦


